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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
株
式
の
配
当
や
譲
渡
益
等
の
金
融
所
得
に
係
る
分
離
課
税
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

株
式
の
配
当
や
譲
渡
益
に
係
る
個
人
所
得
課
税
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
米
国
に
お
い
て
は
、
連
邦
税
で
は
、
原
則
と
し
て
、

給
与
所
得
等
の
他
の
所
得
の
水
準
に
応
じ
、
総
合
課
税
の
税
率
と
は
異
な
る
累
進
税
率
が
課
さ
れ
、
税
率
は
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
州
・
地
方
政
府
税
で
は
、
税
率
等
は
州
政
府
等
に
よ
り
異
な
る
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。
英
国
に
お
い
て
は
、
給
与
所
得
等
の
他
の
所
得
の
水
準
に
応
じ
、
総
合
課
税
の
税
率
と
は
異
な
る
累
進
税
率

が
課
さ
れ
、
税
率
は
、
配
当
に
対
し
て
は
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
十
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、

株
式
譲
渡
益
に
対
し
て
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
原
則
と

し
て
、
分
離
課
税
の
下
で
申
告
不
要
と
し
て
お
り
、
税
率
は
二
十
六
・
三
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
分
離
課
税
と
総
合
課
税
の
選
択
制
で
あ
り
、
分
離
課
税
の
税
率
は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
承
知

し
て
い
る
。
な
お
、
英
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
株
式
の
配
当
や
譲
渡
益
に
係
る
地
方
税
は
存
在
せ
ず
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
、
株
式
の
配
当
や
譲
渡
益
に
対
し
て
所
得
税
及
び
連
帯
付
加
税
が
課
さ
れ
る
が
、
所
得
税
は
、
連
邦
の
委
託
を
受



 

２ 

 

け
州
が
徴
収
し
、
税
収
は
連
邦
・
州
・
市
町
村
に
一
定
の
割
合
で
配
分
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
り
、
連
帯
付
加
税
は
連
邦
税
で

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

株
式
譲
渡
益
に
係
る
個
人
所
得
課
税
の
仕
組
み
は
国
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
「
日
本
の
株
式
譲
渡
益
課
税
の
税
率
が
世

界
で
最
も
低
い
」
か
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
悪
影
響
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
株
式
の
配
当
や
譲
渡
益
等
の
金
融
所
得
」
の
範
囲
が
明
ら
か
で
な
く
、
お
尋
ね
の
「
株
式
の
配
当
や
譲
渡
益

等
の
金
融
所
得
に
係
る
税
収
」
、
「
十
％
時
（
二
〇
一
三
年
）
と
二
十
％
時
（
二
〇
一
四
年
）
の
税
収
」
及
び
「
税
率
変
更

前
後
の
税
収
の
変
動
の
要
因
」
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


